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 文書

ビンズン省税務局は、2023年3月23日付で、顧客からの過払い額に関するオフィシャルレター 

5280/CTBDU-TTHTを発行しました。

 ポイント

法人税優遇の対象となる主たる生産、事業活動に直接関連しない顧客からの過払い額は、法人税優遇の

適用対象とならない。企業は、通常の法人税率に基づき、申告納税を行う必要がある。
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